
日 月 火 水 木 金 土
目につく所にはっておきましょう

９８ 10

７

香我美・夜須
赤岡・吉川

粗大
ごみ

香我美・夜須
粗大
ごみ

休日当番医医

図書休館（休室）図書
休み

粗大ごみ受入粗大
ごみ

カレンダーの⾒⽅医 さとう循環器
消化器科
（☎57-5311)

医 赤岡医院
（☎55-2030)

６５

月88月8
（７/１～７/１０）（７/１～７/１０）

図書
休み

香我美・野市
夜須

赤岡・吉川
粗大
ごみ

図書
休み

香我美・野市
夜須

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■法律相談（香南市社会福祉協議会　☎57-7300）

■行政相談（総務省高知行政監視行政相談センター　☎088-824-4100）　※12：00～13：00は休み　■人権相談（高知地方法務局香美支局　☎52-3049）（市役所人権課　☎57-8507）　

■献血・健診事業（市役所健康対策課　☎57-7516）　■水道当番表（市役所上下水道課　☎57-8512）　■休日当番医の診療時間は9時～17時となっています。詳細は医療機関にご

確認ください。また、当番医は都合により交代する場合がありますので、最新情報を新聞等でご確認のうえご利用ください。 

２１ ３ ４
医 もえぎクリニック

（☎57-3050)
図書
休み

香我美・野市
夜須

コロナワクチン
香南市役所

コロナワクチン
香南市役所

■新型コロナウイルスワクチン接種は完全予約制です。ご予約いただいた方以外の接種はできません

■ワクチン接種に必要なもの：①予防接種券　②予診票　③本人確認書類（免許証等）④お薬手帳（内服中の方）

コロナワクチン
香南市役所

    献血
フジグラン野市
（11:00～16:00)
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※宅地内での漏水修理は、水道当番以外に利用する水道
　業者があれば、修理を依頼してもかまいません

水
道
当
番
表

水
道
当
番
表

１～７

１５～２１

８月

８～１４

野市・吉川 赤岡・香我美・夜須

☎54-3742

☎54-3004

☎55-1034

☎55-4100

野村設備

百田設備

㈲吉本設備

㈱香美水道組合２９～３１

２２～２８

四国開発㈱
☎55-4134

向井電機
☎54-4827

問い合わせ（環境対策課 ☎57-8508）

８日(日)・９日(月)

８日(日)・９日(月)

２１日(土)～２３日(月)

受入場所受入日

赤岡地域一時保管施設
（赤岡運動広場　西側）

吉川地域一時保管施設
（吉川みどり保育所　北側）

香我美地域一時保管施設

受入時間

8:30～12:30

8:30～12:30

8:30～12:30

７日(土)
８日(日) 夜須地域一時保管施設

（夜須支所　西側）

8 月 の 粗 大 ご み 受 入8 月 の 粗 大 ご み 受 入

※野市町西佐古一般廃棄物処分場は覆土工事等のため、当面の間受け入れ
　　を中止します。中止期間中は吉川地域一時保管施設で受け入れを行います

7:30～12:30

【問い合わせ・注意事項】
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Memo

８月の 

健診（検診）は

ありません
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　民法の改正により、令和４（２０２２）年

４月１日から、民法上の成年年齢が２０歳から

１８歳に引き下げられます。未成年者が親の同

意を得ずに契約したとき、民法の未成年者取

消権によって契約を取り消すことができる場

合があります。

　しかし、成年になって結んだ契約は未成年

者取消権による契約取消はできません。特に

若年層では、「インターネット通販」「儲け話」

「美容医療」等に関するトラブルが多い傾向

にありますので、注意しましょう。

消費生活
トラブル

の１８歳から成年になります。

■問い合わせ／市役所消費生活相談窓口
　　　　　　　　　　　　（商工観光課）☎５０-３０１３


